
金融機関交流会書面添付シンポジウム
令和元年１０月１１日（金） からすま京都ホテル

基調講演

書面添付とは、金融機関にとって中小企業の決算書の信頼性を確認する唯一の法的根拠を
もった制度です。また、書面添付を作っていく上においては、月次巡回監査をしっかりと行い、
中身を充実していくことが重要であると考えます。

【書面添付制度のメリット】
①税理士の社会的信用・地位向上
②事務所の業務水準の向上
③申告書の質の向上
④調査の省略又は効率化
⑤税理士の責任範囲の明確化
⑥関与先の経営力の向上
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京都信用金庫「ＴＫＣ絆ローン」の推進状況

●２０１９年４月からスタート
●実行件数：１２０件超
●実行金額：３億円超

「これからの中小企業金融における税理士と
『書面添付』の役割について」

近畿京滋会 京都開催

【税理士法人安部事務所の書面添付に関する特徴】
①添付書面の作成は、「標準業務」として取り組む。
②添付書面は、スタッフの手により「全ての関与先」について作成する。
③関与先を知らない調査官が、関与先をイメージできるように記載する。

→所長がイメージできるように
→金融機関が「事業性評価」の材料にできるように（相談に応じた事項）

④「処理の内容」「事実認定」「税法の解釈」を個別具体的に記載する。
嘘は書かないように！

⑤実際に書面を添付するか否かは所長の専門家判断
⑥関与先を「守り」、「成長発展に貢献する」のが税理士の職務であると
いう信念

【書面添付制度がもたらす効果】
①巡回監査の徹底実施
・会計への徹底的なこだわり(個別注記表付表)：金融機関からの評価
・書面添付へのこだわり：税務当局からの評価
・文例データベースの活用

②金融機関の事業性評価
・記載内容の変化：税務に関することから企業の活動報告へ
ex.経営者保証に関するガイドライン、取り組み支援等

③税務署の目線からの学び
・意見聴取から見えてくるものを巡回監査に活かす

京都信用金庫企業成長推進部
課長 椿 直己氏

４月のスタート以来、順調に
増やしていただいています。
また、実行後の対話型モニタ
リングによる本業支援を重視
しております。


